
Shimotsuke

広報しもつけ　2012.11
41

くらしの情報

急
速
充
電
施
設
使
用
の

有
料
化
に
つ
い
て

道
の
駅
し
も
つ
け
に
設
置
さ
れ

て
い
る
電
気
自
動
車
用
急
速
充
電

施
設
の
使
用
は
、
平
成
25
年
１
月

よ
り
有
料
と
な
り
ま
す
。

■
施
設
名

電
気
自
動
車
用
急
速
充
施
設

■
使
用
料

１
回
30
分　

５
０
０
円

■
使
用
方
法

利
用
者
は
、
道
の
駅
し
も
つ
け

の
事
務
所
に
申
し
出
て
料
金
納
入

後
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

道
の
駅
し
も
つ
け

☎（
38
）6
6
3
1

商
工
観
光
課

☎（
48
）2
1
1
2

平
成
25
年
度
・
平
成
26
年

度
小
山
広
域
保
健
衛
生
組

合
入
札
参
加
者
資
格
審
査

申
請
に
つ
い
て

平
成
25
年
度
・
平
成
26
年
度
小

山
広
域
保
健
衛
生
組
合
入
札
参
加

者
資
格
審
査
申
請（
物
品
購
入
等
・

建
設
工
事
・
建
設
関
連
業
務
委
託
）

の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

■
受
付
期
間

11
月
19
日
㈪
〜
12
月
７
日
㈮

（
必
着
）

（
土
日
祝
日
を
除
く
）

■
提
出
方
法

郵
送
（
郵
便
書
留
）（
持
参
で

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。）

※ 

小
山
広
域
保
健
衛
生
組
合
管
内

市
町
に
本
店
ま
た
は
支
店
及
び

営
業
所
を
有
す
る
方
は
持
参
に

よ
る
提
出
も
で
き
ま
す
。

■
提
出
先

〒
3
2
3
-0
0
4
3

栃
木
県
小
山
市
大
字

塩
沢
６
０
４
番
地

小
山
広
域
保
健
衛
生
組
合

総
務
課　

管
理
係　

宛

■
申
請
書
類
及
び
申
請
要
綱
の
入

手
方
法

　

申
請
書
は
、
小
山
広
域
保
健
衛

生
組
合
総
務
課
窓
口（
無
料
）ま
た

は
小
山
広
域
保
健
衛
生
組
合
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（

http://w
w
w
.

city.oyam
a.tochigi.jp/kouiki/

）

に
て
入
手
で
き
ま
す
。「
小
山
広

域
保
健
衛
生
組
合
」↓「
入
札
・
契

約
」↓「
入
札
参
加
者
資
格
申
請
に

つ
い
て
」

■
問
い
合
わ
せ
先

小
山
広
域
保
健
衛
生
組
合

総
務
課　

管
理
係

☎（
22
）３
２
２
８

小
山
栃
木
都
市
計
画
ご
み

処
理
場
（
一
般
廃
棄
物
処

理
施
設
）
の
変
更（
案
）の

縦
覧
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
法
第
17
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
小
山
栃
木
都
市
計
画
ご

み
処
理
場
（
一
般
廃
棄
物
処
理
施

設
）
の
変
更（
案
）の
縦
覧
を
行
い

ま
す
。

■
都
市
計
画
の
種
類

ご
み
処
理
場
（
一
般
廃
棄
物
処

理
施
設
）

■
ご
み
処
理
場
の
名
称

小
山
広
域
保
健
衛
生
組
合
マ
テ

リ
ア
ル
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

■
位
置
及
び
面
積

・
位
置　

下
野
市
下
坪
山
字
栄

・
面
積　

約
2
.
7
h
a

■
縦
覧
場
所
及
び
期
間
等

・
場
所

都
市
計
画
課（
下
水
道
庁
舎
2
階
）

環
境
課
（
国
分
寺
庁
舎
2
階
）

・
期
間

　

12
月
3
日
㈪
〜
17
日
㈪

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
）

な
お
、
縦
覧
す
る
小
山
栃
木
都

市
計
画
ご
み
処
理
場
（
一
般
廃
棄

物
処
理
施
設
）
の
変
更（
案
）に
つ

い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で

に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

都
市
計
画
課
☎（
48
）２
１
１
４

環
境
課　
　

☎（
40
）５
５
５
９

巡
回
住
宅
相
談
会
の

お
知
ら
せ

栃
木
県
で
は
、
耐
震
に
関
す
る

不
安
や
補
修
に
関
す
る
こ
と
、
既

存
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
、
住
宅
購

入
の
際
の
手
続
き
に
関
す
る
こ
と
、

業
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、
住
宅

に
関
す
る
お
悩
み
や
相
談
に
つ
い

て
、
建
築
士
や
司
法
書
士
な
ど
の

ア
ド
バ
イ
ス
が
受
け
ら
れ
る
「
巡

回
住
宅
相
談
会
」
を
開
催
し
て
い

ま
す
。
些
細
な
こ
と
で
も
結
構
で

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
日　

時

11
月
８
日
㈭

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

■
場　

所

　

南
河
内
公
民
館

■
相
談
料

　

無
料

■
そ
の
他

予
約
優
先
（
※
事
前
予
約
を
お

勧
め
し
ま
す
。）

　

事
前
予
約
は
㈳
栃
木
県
建
築
士

会
☎
０
２
８（
６
３
９
）３
１
５
０

■
問
い
合
わ
せ
先

栃
木
県
県
土
整
備
部
住
宅
課

☎
０
２
８（
６
２
３
）２
４
８
３

栃
木
土
木
事
務
所
保
全
部

か
ら
の
お
知
ら
せ

県
が
管
理
し
て
い
る
県
道
及
び

一
級
河
川
な
ど
で
、
次
の
よ
う
な

お
気
づ
き
の
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、
ご
連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
皆
様
か
ら
の
貴
重
な
ご
意
見

を
安
心
安
全
の
確
保
へ
と
結
び
つ

け
て
参
り
ま
す
。

・
側
溝
の
破
損

・
舗
装
の
穴
や
段
差

・
路
肩
の
除
草

・
河
川
の
堤
防
や
護
岸
の
崩
落

・
堤
防
の
除
草　

な
ど

■
問
い
合
わ
せ
先

栃
木
土
木
事
務
所　

保
全
部

☎
0
2
8
2（
23
）3
4
3
7

な
お
、
市
道
に
つ
い
て
お
気
づ

き
の
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
建
設

課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課
☎（
48
）２
１
１
３

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職


